
　　　令和７年度事業活性化資金信用保証料補給金交付要綱 

 

 令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日

 むつ市告示第１００号

 

　（目的） 

第１条　この要綱は、市内の中小企業者の経営の安定及び事業の活性化を図り、働

きやすい職場環境づくりや雇用管理の改善に取り組む事業者支援を目的として、

厚生労働省の認定制度に認定された事業者が令和７年度むつ市中小企業事業活性

化資金特別保証制度要綱（タイプⅡ）（令和７年むつ市告示第２８号。以下「制

度要綱」という。）に基づく融資を受けて青森県信用保証協会（以下「信用保証

協会」という。）に対して支払った信用保証料について、予算の範囲内で、事業

活性化資金信用保証料補給金（以下「補給金」という。）を交付するものとし、

その交付については、むつ市補助金等に関する規則（昭和６１年むつ市規則第

１６号。以下「規則」という。）、実施要綱及び制度要綱に定めるもののほか、

この要綱の定めるところによる。 

（補給対象者） 

第２条　補給金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとす

る。 

⑴　厚生労働大臣から、次のアからエまでのいずれかの認定を受けていること。 

ア　くるみん認定（次世代育成支援対策推進法（平成１５年法律第１２０号）

第１３条の認定をいう。） 

イ　えるぼし認定（女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成

２７年法律第６４号）第９条の認定をいう。） 

ウ　ユースエール認定(青少年の雇用の促進等に関する法律（昭和４５年法律

第９８号）第１５条の認定をいう。） 

エ　もにす認定（障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和３５年法律第

１２３号）第７７条第１項の認定をいう。） 

⑵　制度要綱の規定に基づく中小企業者であり、信用保証料を納入済みであるこ

と。 

⑶　市税を滞納していないこと。 

（補給対象経費及び補給金の額） 



第３条　補給金の交付の対象となる経費は制度要綱の融資契約に基づき支払う信用

保証料とし、補給金の額は制度要綱の規定に基づき信用保証協会が算定した信用

保証料の全額とする。 

２　補給金には、事業者選択型経営者保証非提供制度に係る上乗せ分及び償還条件

の変更に係る信用保証料を含まないものとする。 

（補給金の申請） 

第４条　補給金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、令和８

年３月３１日までに、事業活性化資金信用保証料補給金交付申請書（様式第１

号。以下「申請書」という。）に次に掲げる書類を添付し、市長に提出するもの

とする。 

⑴　信用保証協会に信用保証料を納入したことを証する書類の写し 

⑵　第２条第１号に規定する認定制度の認定事業所であることがわかる書類 

⑶　前２号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類 

（補給金の交付の決定） 

第５条　市長は、前条の申請書を受理したときは、その適否を審査し、活性化資

金信用保証料補給金（不）交付決定通知書（様式第２号）により当該申請者に

通知するものとする。 

（補給金の交付の条件） 

第６条　次に掲げる事項は、補給金の交付の決定がなされた場合において規則第５

条の規定により付された条件となるものとする。 

⑴　補給に係る融資に関する経理を明らかにする書類、帳簿等を備え付け、これ

らを補給金の交付に係る年度の翌年度から５年間保管しておくこと。 

⑵　規則及びこの要綱の定め並びに補給金の交付の決定の内容及びこれに付した

条件その他法令等に基づく市長の命令を遵守すること。 

　（補給金の請求） 

第７条　補給金の交付決定の通知を受けた者（以下「交付決定者」という。）は、

速やかに事業活性化資金信用保証料補給金請求書（様式第３号）により、市長に

請求するものとする。 

　（補給金の返還） 

第８条　交付決定者は、借入金の繰上償還等により信用保証協会から信用保証料の

返戻を受けたときは、既に交付を受けた補給金の額から返戻額を基に算出した補

給金の額を控除した額を市長に返還しなければならない。 



　（委任） 

第９条　この要綱に定めるもののほか、補給金の交付に関し必要な事項は、市長が

定める。 

 

附　則 

　この要綱は、令和７年４月１日から施行する。


